
KANKYONEWS  2025年09月18日                         1／2 ページ 

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 
○改正のポイント 

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第三百二十七号)(環境省) 

１ 算定割当量の規定の削除 

 (1) 算定割当量に関する規定を削る。(第十条～第十六条関係) 

 (2) 算定割当量に関する手数料の規定を削る。(第二十一条関係) 

２ 施行期日等 

 (1) この政令は、令和八年一月一日から施行する。(附則第一項関係) 

 (2) 算定割当量の規定の効力を継統させる経過措置について定める。 

 (3) その他関係政令について所要の改正を行う。 

 

○政令第三百二十七号（令和七年九月十八日） 

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 

内閣は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律（令和六年法律第五十六号）の一部の施

行に伴い、この政令を制定する。 

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令（平成十一年政令第百四十三号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「割当量口座簿等」を「国際協力排出削減量口座簿等」に、「第五章 国際協力排出削減量口座簿等（ 

                                第六章 雑則（第二十九条・第三十条） 

第二十一条 第二十八条） を「第五章 雑則（第二十一条・第二十二条）」に改める。 

           」 

 第四章の章名を次のように改める。 

   第四章 国際協力排出削減量口座簿当 

第十条の見出し中「割当量口座簿」を「国際協力排出削減量口座簿」に改め、同条中「第四十五条 第三項

第四号」を「第四十九条第二項第五号」に、「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改める。 

 第十一条第一項中「第五十二条の記録（以下この章において」を「第五十五条の記録（以下」に改め、同項

第一号中「この章において」を削り、「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改め、同項第二号中「算定割

当量」を「国際協力排出削減量」に改め、同条第二項第一号中「管理口座」を「法人等保有口座」に改め、同

項第二号中「算定割当量の種別ごと」を「国際協力排出削減量」に改め、 同項第三号中「この章において」を

削り、同条第四項中「第四十五条第三項第三号」を「第四十九条 第二項第四号」に改める。 

 第十二条第二項中「受託者の」の下に「氏名又は」を、「住所」の下に「又は居所」を加え、「算定割当量」

を「国際協力排出削減量」に改める。 

 第十三条中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改める。 第十四条第一項各号中「算定割当量」を「国

際協力排出削減量」に改め、同条第二項第一号中「管理口座」を「法人等保有口座」に改め、同項第二号中「算

定割当量の種別ごと」を「国際協力排出削減量」に改める。 

 第十五条中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改める。 

第十六条第一項中「属する算定割当量」を「属する国際協力排出削減量」に、「算定割当量振替申請」を「国

際協力排出削減量振替申請」に、「当該算定割当量」を「当該国際協力排出削減量」に改め、同条第二項中「第

五十六条第一項第三号、第四号」を「第五十六条第一項第一号から第四号まで」に、「算 定割当量振替申請」

を「国際協力排出削減量振替申請」に改める。 

 第五章を削る。 

 第二十九条第一項第一号から第三号までを削り、同項第四号中「第五十七条の九第三項」を「第五十条第三

項」に改め、同号を同項第一号とし、同項第五号中「第五十七条の十一第二項」を「第五十二条第二項」に改

め、同号を同項第二号とし、同項第六号中「第五十七条の十七」を「第五十七条の二」に改め、同号を同項第

三号とし、同条第三項中「国の管理口座に無償で算定割当量を移転する場合又は同項第五号に掲げる者が」を

削り、第六章中同条を第二十一条とし、第三十条を第二十二条とする。 

 第六章を第五章とする。 

附 則  

  （施行期日） 

１ この政令は、令和八年一月一日から施行する。 
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（経過措置） 

２ 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定によりなお効力を有す

ることとされた同法第二条の規定による改正前の地球温暖化対策の推進に関する法律（平成十年法律第百十

七号。以下「旧法」という。）第九章の規定により算定割当量の管理（旧法第四十三条第一項に規定する算定

割当量の管理をいう。）を行っている口座名義人（旧法第四十五条第二項に規定する口座名義人をいう。）に

係る旧法第四十五条第三項の規定により当該口座名義人の管理口座に記録されている算定割当量（旧法第二

条第七項に規定する算定割当量をいう。）については、この政令による改正前の地球温暖化対策の推進に関す

る法律施行令第四章並びに第二十九条第一項 （第一号から第三号までに係る部分に限る。）、第二項（同条第

一項第一号から第三号までに係る部分に限る。）及び第三項の規定は、なおその効力を有する。 

（資産の流動化に関する法律施行令の一部改正） 

３ 資産の流動化に関する法律施行令（平成十二年政令第四百七十九号）の一部を次のように改正する。  

第七十三条第十項中「（同令第二十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。）」を削り、「同令

第十一条第二項第五号」を「同項第五号」に改める。 
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